






６．選定後の進め方 

 

（１）オリエンテーション 
選定された提案の関係者に対して、協働事業提案の全体スケジュールや進め方、県の予算等の仕組みや

流れを共有するため、オリエンテーションを実施します。 

 

（２）検討会の設置 

提案者と関係室の担当職員で検討会を組織します。 

事業の内容、目的、実施方法（時期・期間・役割分担）などについて公開で検討を重ね、具体的な企画

を練り上げます。 

また、事業に参加する意志のあるＮＰＯ等が公開の検討会へ参加することも可能です。さらに、検討の

内容で市町の参加が望ましい場合は、担当者の積極的な参加を呼びかけます。 

 

（３）検討会の運営 

提案者の主体性を保つため、検討会の事務局運営業務（資料作成、議事進行、議事概要作成、情報公開

など）を原則提案者に委託し、詳細は関係者で協議します。 

 

（４）検討過程の公開 
検討の内容は、透明性を図るため、議事概要を作成して議論のプロセスを公開します。 

 

（５）事業の実施 

検討会で事業構築された提案は、実施にあたっての提案者と県の役割分担を整理し、県側に予算措置が

必要な場合は、予算を確保して事業を実施します。 

 

（６）検討過程のふりかえり 
検討過程の進め方について検証する「ふりかえり会議」を行います。また必要に応じて、中間期で検討

経過の確認を行うことがあります。 

 

（７）報告会 

提案者は、検討の結果及び活動について、協働事業提案実践報告会で報告するものとします。 

 

☆協働サポート委員☆ 
この事業をサポートする協働サポート委員を県で選任します。 

協働サポート委員は、NPO と県関係室の話し合いをサポートするため、意見交換会や事業構築の検

討会に必要に応じて派遣します。 

 

問い合わせ先・意見交換参加申込書、提案書の提出先 

三重県 生活･文化部 男女共同参画･ＮＰＯ室 ＮＰＯグループ 

   〒５１４－０００９ 三重県津市羽所町７００ アスト津 

電話 ０５９－２２２－５９８１ ＦＡＸ ０５９－２２２－５９８４ 

   Ｅ－ｍａｉｌ se knpo@pref.mie.jp 

   ホームページ http://www.pref.mie.jp/NPO/ 

 

 

 

 

 

 

 


